学生参加合意書
株式会社ビープラスト（以下「甲」という）と、本プロジェクト参加学生 〇〇〇〇（以下「乙」という）は、甲が主催または参画する「佐賀トヨペット学生支援プロジェクト『＃サガミラ部』  クリエイティブコース（以下「本プロジェクト」という）」の乙の参加に関して、以下の通り合意する。

第1条 （目的および契約の性質）
1. 本プロジェクトは、乙の主体的な活動を通じた社会人基礎力の育成および学習機会の提供を目的とするものであり、甲と乙との間に雇用関係、労働関係、または対価を伴う一般的な業務委託関係を形成するものではないことを相互に確認する。
2. 甲および乙は、相互の立場を尊重し、本プロジェクトの目標達成および成功に向けて、誠意をもって協力し、自己の役割に責任を持って主体的にプロジェクトを推進するよう努めるものとする。

第2条 （活動経費の支援および精算）
1. 甲は乙に対し、本プロジェクトにおける企画の実行に必要な経費（以下「活動経費」という）として、事前に協議・合意した金額（上限50万円）の範囲内で実費を支援する。
2. 乙は、活動経費の利用にあたり事前に甲の承諾を得るものとし、支出後は速やかに正当な領収書または証憑を甲に提出し、精算を行わなければならない。
3. 乙は、活動経費を本企画以外の目的（私的利用等）に流用してはならない。

第3条 （収益・利益の帰属）
1. 本プロジェクトの実施、または乙が制作した制作物・提供したサービス等から生じた一切の売上および利益は、すべて甲（または甲が指定する事業者）に帰属するものとする。
2. 甲は乙に対し、前項の売上および利益に基づく報酬、分配金（レベニューシェア）、その他いかなる名目の金銭も支払う義務を負わないものとする。

第4条 （知的財産権の帰属および利用）
1. 本プロジェクトの過程で乙が作成したデザイン、映像、写真、文章、企画書、プログラム等のすべての制作物（以下「本制作物」という）に関する著作権（著作権法第27条および第28条に定める権利を含む）その他一切の知的財産権は、本制作物が甲に提出された時点をもって、乙から甲に無償で譲渡されるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、甲は乙に対し、乙自身の就職活動や実績公開（自身のウェブサイトやポートフォリオ等）を目的とする場合に限り、本制作物の掲載および本プロジェクトでの活動実績の公開を無償で許諾する。ただし、公開にあたっては以下のルールを遵守するものとする。
（1） 既に甲によって一般に公開・提供されている制作物や情報については、原則として事前の承諾なく掲載できるものとする。
（2） 未公開の制作物、または甲の内部情報を含む可能性のある活動実績を掲載する場合は、事前に掲載内容を甲に提示し、書面または電磁的記録（メール等）による承諾を得るものとする。

第5条 （オリジナル作品の展示販売に関する特例）
　本合意書第3条および第4条の原則にかかわらず、乙が独自に制作した絵画、工芸品、その他これに類する個人的な著作物（以下「オリジナル作品」という）を本プロジェクトの枠組みにおいて展示または販売する場合、当該オリジナル作品の売上の分配、手数料、保管・管理責任、および著作権の取り扱いについては、甲乙間で協議のうえ、別途「委託販売契約（または覚書）」を締結するものとする。

第6条 （事故・傷害等の免責および保険加入）
1. 本プロジェクトの活動（準備、移動、実施を含む一切の活動）中に乙が被った事故、負傷、疾病等について、甲に故意または重大な過失がある場合を除き、甲は一切の責任（損害賠償責任を含む）を負わないものとする。
2. 乙は、甲との間に雇用関係が存在しないため、労働者災害補償保険（いわゆる労災保険）が適用されないことをあらかじめ承諾する。
3. 乙は、本プロジェクトの活動期間中における事故や損害に備えるため、甲が指定する傷害保険および第三者に対する賠償責任保険に加入するものとする。なお、当該保険の加入に要する費用については、第2条に定める活動経費の対象とし、同経費から支出（または精算）するものとする。

第7条 （秘密保持および誓約事項）
1. 乙は、本プロジェクトに関連して甲から開示された、または活動を通じて知り得た甲の営業上、技術上、その他の業務上の秘密情報（顧客情報や施設の非公開データを含む）を厳重に管理し、事前の書面による承諾なく第三者に漏洩、開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
（1） 開示を受けた時点で、すでに公知となっていた情報
（2） 開示を受けた後、乙の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
（3） 開示を受けた時点で、乙がすでに適法に保有していた情報
（4） 乙が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
（5） 乙が秘密情報によることなく独自に開発した情報（ただし、本プロジェクトの目的のために考案された公開前の企画内容やアイデア等はこれに含まれない）

2. 乙は、本プロジェクトへの参加にあたり、以下の事項を誓約し、遵守するものとする。
（1） 甲の企業内、店舗、または甲が指定する施設内において、甲の事前の許可なく写真撮影、動画撮影、および録音を行わないこと。
（2） 本プロジェクトの活動を通じて知り得た情報、甲の内部事情、関係者の情報および実習風景等を、SNS、ブログ、動画共有サイト、その他インターネット上に無断で書き込み、または公開しないこと。
（3） 前号の規定にかかわらず、甲（主催者）との事前の協議・承認に基づき、本プロジェクトの広報活動等の枠組みにおいて指定のSNSアカウント等を運用・投稿する場合はこの限りではない。ただし、その場合は甲が提示する運用ガイドライン等を尊重し、企業ブランドを損なうことのないよう適切に情報発信を行うこと。

3. 本合意書において「内部事情」とは、甲の事業運営・施設運営に関して一般に公開されておらず、第三者に開示された場合に甲または関係者に実質的な不利益または支障を生じさせるおそれのある情報をいう。

第8条 (本合意書の有効期間および存続条項）
　本合意書の有効期間は、本プロジェクトの開始日から終了日までとする。
ただし、第3条（収益・利益の帰属）、第4条（知的財産権）の規定、は本プロジェクト終了後も有効に存続し、第7条（秘密保持および誓約事項）の規定については本プロジェクト終了後も1年間有効に存続するものとする。なお、第7条に定める秘密情報のうち「個人情報、顧客情報」および「内部事情」については、期間の定めなく有効に存続するものとする。

第9条 （活動の停止および経費の返還）
1. 甲は、乙が以下のいずれかに該当した場合、即座に本プロジェクトの支援を打ち切ることができるものとし、甲に多大な不利益を与えた場合は法的な責任を問うことができるものとする。
（1） 本合意書の条項に違反した場合
（2） 活動経費の目的外利用（私的流用等）、虚偽の報告、または不正受給が発覚した場合
（3） 法令・公序良俗に反する行為、または本プロジェクトの趣旨を著しく逸脱する悪質な行為があった場合
2. 前項各号に該当する、不正行為が認められた場合に限り、甲は乙に対し、支援済みの活動経費の全額または一部の返還を求めることができるものとする。
3. 前項の規定にかかわらず、乙が本プロジェクトの目的に沿って誠実に活動に取り組んだ結果として生じた企画の不成功、目標の未達、またはやむを得ない事由による失敗については、甲は活動経費の返還を求めないものとする。

以上、本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

年　 　月　　 日

（甲）
住　所　佐賀県佐賀市城内1丁目6番10号
会社名　株式会社ビープラスト
代表者　代表取締役　友廣 一雄　　印

（乙）
住所　　　　 ：
学校・学部名 ：
氏名（自署） ：　　　　　　　　　　　    　印

